
第十二号の二様式（平20内府令47・全改、平21内府令78・平23内府令41・令元内府令2・一部改正） 【表紙】 【発行登録追補書類番号】 【提出書類】発行登録追補書類 【提出先】財務（支）局長 【提出日】年月日 【会社名】 【英訳名】 【代表者の役職氏名】 【本店の所在の場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【発行登録の対象とした募集（売出） 有価証券の種類】 【今回の募集（売出）金額】 【発行登録書の内容】 提出日年月日 効力発生日年月日 有効期限年月日 発行登録番号 発行予定額又は発行残高の上限（円） 残額又は残高（円） 【縦覧に供する場所】名称 （所在地） 第一部【証券情報】 第1【募集要項】 1【新規発行コマーシャル・ペーパー】 ディーラーの名称 振出日 振出地 発行価格（円） 券面総額（円） 支払期日 バックアップラインの設定金融機 関 バックアップラインの内容 保証者 保証者の概要 保証の内容 2【新規発行による手取金の使途】 第2【売出要項】 1【売出コマーシャル・ペーパー】 売出しに係るコマーシ 売出券面額の総売出価額の総額ャル・ペーパーの所有 支払期日 額（円）（円）者の住所及び氏名又は 名称 2【売出しの条件】 売出しの委託 申込証 売出価申込期申込単申込受付を受けた者の売出しの委託 拠金 格（円）間位場所住所及び氏名契約の内容 （円） 又は名称 第3【その他の記載事項】 第二部【公開買付けに関する情報】 第1【公開買付けの概要】 1【公開買付けの目的等】 2【公開買付けの当事会社の概要】 3【公開買付けに係る契約】 4【公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠】 5【対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行（交付）される有価証券との相違】 6【有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行（交付）条件に関する事項】 7【公開買付けに関する手続】 第2【統合財務情報】 第3【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】 第三部【参照情報】 第1【参照書類】 会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。 1【有価証券報告書及びその添付書類】 事業年度第期（自年月日至年月日）年月日財務（支）局長に提出 2【四半期報告書又は半期報告書】 事業年度第期第四半期（第期中）（自年月日至年月日）年月日財務（支）局長に提出 3【臨時報告書】 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（年月日）までに、臨時報告書を年月日に財務（支）局長に提出 4【訂正報告書】 訂正報告書（上記の訂正報告書）を年月日に財務（支）局長に提出 第2【参照書類の補完情報】 第3【参照書類を縦覧に供している場所】 名称 （所在地） （記載上の注意） 次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。ただし、今回の募集又は売出しに係る発行登録書（当該発行登録書の訂正発行登録書を含む。）において記載されている事項と同一内容のものについては、当該事項の記載を省略することができる。 発行登録の対象とした募集（売出）有価証券の種類 コマーシャル・ペーパーと記載すること。 今回の募集（売出）金額 第十二号様式に準じて記載すること。 発行登録書の内容 第十二号様式に準じて記載すること。 縦覧に供する場所 第十二号様式に準じて記載すること。 公開買付けに関する情報 第二号の六様式記載上の注意からまでに準じて記載すること。 参照情報 第十二号様式に準じて記載すること。 







 


